
　　大隅河川国道事務所

〔本　文〕

令和５年８月９日７時３０分から全面通行止めを行っていた

一般国道２２０号　垂水市牛根境において、走行の安全が確認されたため

本日　７時００分に通行止めを解除します。

【通行止め解除区間】

一般国道２２０号

垂水市牛根境　延長＝３．８ｋｍ
（１７４ｋ５００　～　１７８ｋ３００）

九州地方整備局　大隅河川国道事務所　災害対策支部

総括地域防災調整官 大宅
おおや

(内線２０６)

道路管理課長 矢野
や の

(内線４３１)

代表 ０９９４－６５－２５４１

FAX ０９９４－６５－４２１６

問い合わせ先

令和 5 年  8 月 10 日
7 時 00 分現在

　九州地方整備局

大隅河川国道事務所　災害対策支部情報

件　名 一般国道２２０号の通行止め解除について（最終報）
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